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１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 ◇ この方針は、平成１５年９月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、新たに公の施

設を管理・運営する仕組みである「指定管理者制度」が創設されたことを受け、市として制度

導入にあたっての基本的考え方と必要となる事務処理及び留意事項をまとめたものである。 

 

※公の施設とは「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」（地方自治

法第 244 条）と定義されている。 

 

 ◇ 当市においては、平成１８年度から指定管理者制度導入を開始しているが、今後も制度導入

の過程で生じる課題や他都市の事例も参考としながら、より質の高い制度の運用に向けて、本

導入方針の見直しを図って行くものとする。 

 

 

２２２２    制度導入制度導入制度導入制度導入にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方    

 

◇ 指定管理者制度は、公の施設の管理・運営を、多様な団体が有するノウハウを活用し、民間事

業者も含む「法人その他の団体」に行なわせることを可能とした制度である。 

 

 ◇ 当市の公の施設の管理・運営については、住民サービスの向上と管理経費の縮減を図るとい

う指定管理者制度の目的を最大限に活かすため、特別な理由がある場合を除き、全ての施設へ

の制度導入を推進して行くものとする。 

 

 

３３３３    公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理主体管理主体管理主体管理主体にににに関関関関するするするする考考考考ええええ方方方方 

 

（１）直営管理とする施設 

 

① 市が直接管理しなければならない法的根拠がある施設 

② 業務の特殊性・専門性を踏まえ、市が直接サービスを提供することが適当な施設 

 

（２）指定管理者による管理が望ましい施設 

 

① 民間事業者等が有する経営ノウハウにより、利用者へのサービス向上が期待できる施設 

② 民間事業者等に管理を委ねることによりコスト削減や収入増が期待できる施設 

③ 民間事業者等が市と同様又は類似の施設を設置していて競合状態にある施設 

④ 単純な管理業務が主となっている施設 

 

（３）民営化、廃止の検討を要する施設 

 

   上記「（２）指定管理者による管理が望ましい施設」のうち、「③民間事業者等が市と同様又

は類似の施設を設置していて競合状態にある施設」の場合は、民営化、廃止も視野に入れた検

討を行う。 
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４４４４    制度導入制度導入制度導入制度導入スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 

 

◇ 制度導入のスケジュールは概ね次のとおりである。 

 

① 条例の制定・改正（６月議会）※新規に制度導入する場合 

 

② 指定管理者候補者の募集開始（7 月下旬） 

 

③ 指定管理者候補者の選定（10 月下旬） 

 

④ 指定管理者の指定（12 月議会） 

 

⑤ 包括協定締結（1 月中旬） 

 

⑥ 年度協定締結（3 月下旬） 

 

 

５５５５    条例条例条例条例のののの制定制定制定制定・・・・改正改正改正改正 

 

 ◇ 指定管理者制度を導入するための条例の制定・改正は、原則として６月議会で行う。 

 

 ◇ 条例に規定する事項は次のとおりである。 

 

① 地方自治法上規定が必要な事項（法第２４４条の２第３項、４項） 

② 総務省通知により規定すべきとされている事項 

③ その他施設毎に規定すべきと判断される事項 

 

 ◇ 条例の制定・改正は、指定管理者の指定手続きに関する一般通則を定める「手続条例」と公

の施設を設置することを規定した「設置条例」の二種類の条例を整備し、両条例を連動して指

定管理者制度を運用する。 

 

 

６６６６    指定指定指定指定のののの期間期間期間期間    

 

 ◇ 指定期間は、原則として３～５年間とし、個々の施設の設置目的や実情を勘案して、最も適

した期間を設定する。 

 

 ◇ 新規に制度を導入する施設の指定期間については、原則３年間とする。 
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７７７７    公募公募公募公募とととと非公募非公募非公募非公募 

 

 ◇ 指定管理者の選定は、原則として公募で行うものとする。 

 

 ◇ 次の場合は、公募によらず特定の団体を指定することができるものとする。 

 

  ① 地域性が高いため、地域住民組織の指定が適当と認められる場合 

  ② 高度な専門性、特殊性を有する施設で、当該団体のみが業務遂行可能な場合 

  ③ 指定管理者の選定に関して緊急を要する場合 

  ④ その他特殊な要因を有すると認められる場合 

 

 

８８８８    予算措置予算措置予算措置予算措置 

 

 ◇ 市は指定管理者に対して、複数年度にわたる指定管理料の支出を行うことになるため、債務

負担行為の設定が必要となる。 

 

  ※ 指定管理料の支払いがない場合は不要。 

 

 ◇ なお、各年度の指定管理料は単年度ごとに決定する。 

 

 

９９９９    利用料金制利用料金制利用料金制利用料金制 

 

 ◇ 利用料金制は、指定管理者による効率的な経営に向けた経済的インセンティブの発揮に有効

であることから、施設の性格・設置目的を踏まえて、積極的に導入する。 

 

 

10101010    募集要項及募集要項及募集要項及募集要項及びびびび業務基準書等業務基準書等業務基準書等業務基準書等    

 

 ◇ 指定管理者の公募にあたっては、申請条件等の必要事項を記載した募集要項、指定管理業務

内容等を記載した業務基準書等を作成する。 

 

※ 非公募の場合も、業務基準書は作成する。 

 

 ◇ 施設の設置目的を効果的に達成するため必要がある場合は、募集要項に応募資格として一定

の条件を付すことができる。 

 

 ◇ 業務基準書は、応募者が管理業務への参入について十分な検討を行うことができるよう、指

定管理者に要求するサービス水準や施設・設備の維持管理基準等の詳細を明らかにするものと

する。 
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 ◇ 公募に関する情報提供は、次の方法により行う。 

 

① 担当課での資料配布 

② ホームページへの掲載 

③ 広報紙への掲載 

 

 

11111111    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの選定選定選定選定    

 

（１）選定基準 

 

◇ 次の事項は、指定管理者制度を導入する全ての施設共通の選定基準とする。 

 

① 市民の平等利用が確保されること。 

② 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

③ 事業計画書の内容が、管理経費の縮減が図られるものであること。 

④ 事業計画書に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有していること。 

⑤ 市の重要施策を推進するために必要であるとして、市長が定める基準。 

 

◇ 上記「⑤市の重要施策を推進するために必要であるとして、市長が定める基準」は次のとお

りとする。 

 

① 市内に本社、本部等を有していること。 

・ 市内団体（市内に本社、本部等を有している団体）に十分な業務遂行能力が認められ、

かつ複数の団体による競争が確保されると見込まれる施設については、市内団体に限定し

て公募を行うものとする。 

・ 市内団体に限定せずに公募を行う場合は、市内に本社、本部等を有している団体に対し、

各選定委員が加点するものとする。 

※ グループ申請の場合は、グループの代表となる団体の本社、本部等の所在地で判断する

ものとする。 

 

② 当該施設における障害者雇用計画があること。 

・ 障害者雇用の機会拡大を図るため、当該施設における雇用計画がある団体に対し、各選

定委員が加点するものとする。 

 

③ 地域貢献が認められること。 

・ 協働のまちづくり推進の観点から、地域貢献が認められる団体に対し、各選定委員が加

点するものとする。 

 

 ◇ 施設の設置目的や性格等を踏まえて必要となる基準がある場合は適宜追加できるものとする。 

 

 ◇ 施設所管課は、施設の設置目的や性格、利用状況等を勘案し、具体的な審査細目及び配点の

検討を行う。 
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（２）指定管理者候補者の選定 

 

 ◇ 選定にあたっては、各選定委員が採点した得点の合計が最も高い申請者を指定管理者候補者

とする。ただし、得点の合計が最高設定数値の 7 割（標準点）を下回る場合は指定管理者候補

者としない。この場合、原則として再募集するものとする。 

 

◇ 選定後は、その結果を全ての申請者に通知するものとする。 

 

◇ 選定に係る、その他の措置については次のとおりとする。 

 

① 最高得点者が２団体以上となった場合 

    最高得点を獲得した団体が２団体以上（同点）となった場合は、当該団体の立会いの下、

くじにより指定管理者候補者を選定するものとする。 

 

② 選定後に候補者資格を取り消した場合 

 選定後、指定管理者に指定されるまでの間に、当該候補者を指定管理者とすることができ

ない事情が生じ、候補者資格を取り消した場合は、審査において次点となったものから順に

候補者に選定できるものとする。 

 

③ 審査の結果、適当な団体がないと判断された場合 

  選定審査において、指定管理者として適当な団体がないと判断された場合、直営とするか、

指定管理者による管理とするかを再度検討する。検討の結果、後者を選択する場合は、再募

集等について速やかに進めるものとする。 

 

 

（３）選定委員会 

 

 ◇ 公募による指定管理者候補者の選定を行うための組織として、原則として各部に「八戸市指

定管理者選定委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。委員会の事務局及び外部委員の

選定事務は、各部対応とする。 

 

 ◇ 委員会は、申請者から提出された事業計画書等を基に、公の施設におけるサービスの提供が

効果的、効率的かつ安定的に行われるかを、管理運営コスト、サービス提供の手法、施設管理

の能力（物的・人的能力）等の観点から総合的に評価し選定を行う。 

 

 ◇ 選定委員会は、委員長及び委員４人以上９人以内で組織する。部長（教育委員会は教育長）

を委員長とし、対象施設を所管する部の課長級以上の職にある者及び外部委員で構成する。 

また、指定管理者選定に係る審査の透明性・公平性を確保するため、次の事項に留意するこ

と。 

 

① 応募団体と利害関係にないこと。 

② 外部委員（知識経験のある者のうちから市長が委嘱する委員）については、内部委員（職員

のうちから市長が任命する委員）と同数以上とすること。 

 

 ◇ 公募を行った施設の所管課は、応募団体から提出された書類等、必要事項を十分に整理し、

委員会に付議する。仮に、応募した団体が一団体であっても、指定管理者としての適格性等を
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判断する観点から、委員会への付議手順を経るものとする。 

 ◇ 公募によらず指定管理者候補者を選定する施設にあっては、委員会に諮ることなく、施設所

管課において審査を行い、市長決裁（行政改革及び財政所管課の合議）をもって指定管理者候

補者を決定する。 

 

 

11112222    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの決定決定決定決定    

 

 ◇ 指定管理者を指定する際には予め議会の議決を経ることが必要である。よって、指定管理者

候補者を選定した後は、指定管理者を指定するための議案を議会に提案する。 

 

 ◇ 議会への指定議案提出は、原則として１２月議会で行う。 

 

 ◇ 指定議案に明記すべき事項は次のとおりである。 

 

① 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

② 指定管理者となる団体の名称 

③ 指定の期間 

 

 ◇ 指定管理者への「指定の通知」（行政処分）は、指定議案が議決された後、速やかに行うもの

とする。 

 

 

11113333    協定協定協定協定 

 

 ◇ 指定の通知後、市と指定管理者は、業務の仕様書や提案された事業計画書等を基に、施設管

理に係る細目的事項を協議し、協定を締結する。 

  ※ 指定は契約行為ではなく行政処分であることから契約書ではなく協定書とする。 

 

 ◇ 協定は、「包括協定」と「年度協定」の二種類を締結する。 

 

 ◇ 包括協定は指定期間全体を通じて適用する事項について定め、年度協定は毎年度取り決める

べき事項について定めるものである。 

 

 

11114444    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護    

 

 ◇ 指定管理者制度では、施設の管理権限が指定管理者に委任されるため、指定管理者も市と同

等に個人情報の保護を図ることが必要である。市は指定管理者に対して、公の施設の管理を通

じて取得した個人情報の適正な管理を図るために体制整備を求めるとともに、守秘義務や目的

外利用の禁止等、必要な措置を協定書の中に明記するものとする。 
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11115555    指定管理指定管理指定管理指定管理開始開始開始開始後後後後におけるにおけるにおけるにおける留意事項留意事項留意事項留意事項    

 

◇ 指定管理者による管理業務については、指定管理が適正に行われているかを監視することが

市の責務となる。 

よって、施設の利用状況や経理の執行状況をはじめ、当初の事業計画に沿った運営がなされ

ているかなどを定期的又は随時に調査・確認することが必要となることから、施設所管課はそ

の具体的実施方法（調査内容、頻度等）を「八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等

に関する条例」及び「八戸市指定管理者制度導入施設のモニタリング制度に関する基本方針」

（平成１９年７月策定）等に基づき事前に検討し、協定等に定めるものとする。 

 

 

  ■ 随時報告を求める事項（例） 

 

① 施設において事故が生じたとき 

② 施設又は物品が滅失し、又はき損したとき 

③ 指定管理者の定款等に変更があったとき 

④ 事業計画の重要な部分を変更するとき    等 

 

  ■ 定期的に報告を求める事項（例） 

 

① 使用料等の収入の状況 

② 管理に係る経費の執行状況 

③ 事業報告書         等 

 

 ◇ 事業報告書は会計年度の終了後、３０日以内に提出を求めるものとする。その際、施設所管

課は当該報告書を基に管理状況の確認を行い、不適切な状況があれば改善を指導するものとす

る。なお、万一、改善されない場合は、管理の業務の一部又は全部の停止若しくは指定の取消

しの検討を行うものとする。 
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